
表・1 急性慢性毒性比ACRが100を超えていた物質一覧（ミジンコ）  

Cas   物質   
48時間遊泳 阻害（mg／L）  芦1日瀾琴殖 阻害・くmg／L）  急性慢性 毒性  物質分挙   

鱒  

95－76－1   3，4－ジクロロアニリン   0．55  0．005   110．  芳香族ア革ン類   

141－43－5   モノエタノール・アミン   97   OJさ5   114  脂肪族アミン類   

96－2金一1  1，3－ジクロロー女－プロ′くノール   730   6．3   116   中性物質   

106－49－0   p－トルイジン   1．3   q．011   1・18・  芳香族アミン類   

581－42－0   2，6丁ジメ・チルナブタ 2． 0．02 125   中性物質   

111－44－4・  ビ女（2「タロロ干チル）キーテル   410   3 1畠2   中性物質   

86⊥30⊥6  N－ニ・トロソジフェニルアミン   10   0．075   133  脂肪族アミン類   

テトラヒドロメーチルー1，■3－イソ   
11070－44－3  

ペンゾフランジオン   
13q   d．．94   138   中性物質   

10l－83－7   ジシクロヘキシルアづ∴ン   8   0．¢49   163  脂肪族アミン類   

554－00－7 2，4－ジタロ 4．2   0．016   263  芳香族アミン類   

99－88－7 4「イソプロピルアニリン・   1．5   0．005’1   294  芳香族アミン類   

124－48－1   クロワジプロモメタン   27   0．063 29   中性物質   

3380－34－5   トリタロサン 0．・27   0．00034   794  一フ土ノ」ル琴   

95－53－4 0－トルイジン   16   0．013   1，231  芳香族アミン類   

2、魚類の急性毒性と慢性毒性の比較 

魚類の急性毒性と慢性毒性の比較について鱒、田端らの報告1）では、胚中ら仔魚   

までの試験（初顛生活段階試験）■が慢性影響を見るの◆に有効な試験法であるとされ   

ており、OECD・においても慢性毒性試験と位置付けられている・ところであることから、   

ここでは、魚類の急性毒性革験麿呆と初期生哲段階試験綽呆とを比較した。   
魚類にらいては、環境省における魚類初期生活段階試験データが現時点で十分得   

られていないため「既往の知見によるデータを基に検討を行うこ阜七した。データ   

は準国EPA▲の水生生物毒性データベースであるAQUI隙から抽出し、これら2種類   

の試験結果が収癒されている58物質の試験結果を用いて検討を行った。  

なお、本資料でほ、暴露時間、キンドポイント、影響内容等について、環境等の   

生感毒性革験や諸外由・（米臥オランダ等）等での考え方奮を噂塵えて選定し、解   

析に供した。以下に‘本肇料で用いた急性毒性倍額らぴた痩性毒性借の選定基垂を   

示した。 

［急性毒性値の選定基準］   

¢影響甲内容：魚科こ対して、短知間で生存に阻宰をもたらす影響を急性影響とする。   

②暴露期間僻験期間）：4日間（96時間）政内の二（暴疲期間を要する）試験。   
③・主なエLンドポイントと影響内容L：Lcs8（＃edianLethalConcentiation）  

●  
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［慢性毒性倦め選定基準コ   

①影響の内容l：胚・簡仔、発生初期の魚に対する生存・成長等に阻害を及ぼす影響を  

鰻性影密とする。   

②暴露期間 

③主なエ 

図3は対象物質におぃて得られた魚類の急睦毒性値と慢性考性健を、生物学上岡 
じ鳩」に分類きれた種琴で集計し、それぞれ最小値の相関図を作成したものであ  

草。図には甲殻輝と同様，慢性毒性値の．1，1P，100二藤倦に夢当する虚の膚線を参  

考と、して括画している。なお＼図中のデータ数が物質数と異なっ七いるが、これは  

同じ物質に関すろ異なる属の試験結果が含まれているた 
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図3 魚類（属別）に串ける急性毒性債最カ、値と慢性毒性債最小値の相関図   

図3に示すよう・に、魚類の急性毒性償と慢性毒性値は相関係数 r＝0・665、有奉  

水準1％で、有意な相関が得られた。・また、・急性琴性健と便座毒性値の比、 
る急性慢性毒性埠．（ACR：●Acut亘ChrohicRatio）を算出し、頻度分布図を作成した  

（図4）。なお、通常、急性毒性償は健性毒性値に比して大きな値となるが、検討  

対象としたデータベースが大きく、多様なデータが存在することにより、5物質は  

憬性毒性偉が急性毒性値より大きく－なってV・1る。   

頻度分布を見る・と、ACRカ予10以下の物質は35物質で全体の約60％を占めており、  

100以下の物愛でみると52物質で全体の約90％に達する・。ACRが100を超える物質  

は6物質（2，4－キシレノ∵ル、2，牛ジタロロフエノキシ酢酸、アジンホスメサル」  

ジメチルホルムアミド、フェナントレン、硝酸カドミウム）であった。物質の種類  

とACRが大きいことの関係については、本データのみからほわからない。 
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図4 魚類における急性慢性毒性此（ACR）の頻度分布  

3 －藻琴の半数生長阻軍濃度（Ee5。）と無影響濃度（NOEC）の比較  

藻掛こついて臥ケ2時由の生長阻害試験でEq50と．由9ECとを算均して・V）る。こ  

の試験は、期．間的には短期であるが、藻類のティフサイクルを考えた場合には多世  

（J  代にわたっての影響をみるものであり、急性毒性と慢性毒性の両方をみているとみ  
なすことができる。・このため、旺CDでは急性毒性試験と・位置づけでいる⊥方で、－リ  

スタ評価においてアセスメ′ント係数を適用する場合には、ECか値を急性毒性債とし  

て、NOECを慢性毒性値として取り扱うことが多い。 

■藻類のEC百。とが0玉Cとはこのように同じ試験から‘導き出されること‘・から、相酪が  

高いのは当然であるが、ここではJどの程度の開きがあるかということについて主  

に解析する・ことにする。  

環境省で軋緑藻類甲免J餌∂∫打皿¢卑如イeam牢∽を用いて72時間の生長阻害  

試験を実施している。▲ 

数の平均値を暗面毎にプロットした生長曲線から検討するが、影響濃度の算出法と  

しては生長曲線下の面積を算出して影垂濃度を捉える手法（面積討と指数増殖し  

ている培養での平均的な比成長速度から求める手法（速度牡）とがあり、環境省の  

試験では、両手法により算出された影響濃度が報告されている。ここでは、→般的  

たより精度がよいと評価されている面積法での結果を用いて、藻類のEC6。とNOEC  
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を検討することとした。   

藻類の検討においても甲殻類と同様に、両試験の毒性値が特定できる物質濃度が  

1000mg／L未満又な水溶解度を超えか、・145物質を対象とした。 

藻類の72時間EC5。とNOECの相関図を対数表示で図5に示した。国中にはNOEC  

の1，10倍に相当する凝も参考として併せて示した。  

図から明らかなようにi藻類のEC5。とNOEeは相関係数 r＝0．964、有意水準1％  

で、有意な相関が得られた。   

各物質のEC5。とNOECの比（以下、EC5。／NOEC比と′y、う）の頻度分布を図6に示し  

た。   

EC6。／NOEC比は・1～10の頻度が133物質で全体の鱒92％を占めている。なお、10  

を超える物質は12物質で100以内に全てが含まれる。  
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図5 藻類にお・ける72時間・EC打とNOECの相関図  

（環境省 平成7～10年度 生態毒性試験希果より）  
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図6 藻類におけるEC帥／NOEC比の頻度分布  

（環境省 平成7～10年度 生態毒性試験結果より）  

4 既往の知見による急性毒性と慢性毒性の埠較  

若林（2000）幻は、急性毒性と慢性毒性について、これまで報告されている知見  

考とりまとめており、それをもとに、急性毒性と慢性毒性、特にその比■（急性慢性  

琴性比）について塵理した。  

（J  急性毒性と慢性毒性を比較した知見では、代表的なものとして、甲端（1979）、  

kenega（1985）、Hegar（1995）等が奉げられる。  

田端は、永生生物に対する化学物質や金属類等の慢性毒性試験iこ関する内外の文  
献を集め、化学物質別の48～鱒時間LC5。と慢性影響限界濃度からアセスメント係数  

（AF：ACRの逆数）を求め、32の主要な物質の魚類に関するAFをほぼ3借間隔で「0．1  

群」から「0．00，1も・しくはそれ以下の群」の5群に分類している。  

一方、K由喝aは84の化学物質について、9種の魚類と2種の甲殻類に対する急性  

毒性試験めLC5。と慢性毒性試験（全ライフサイクルーとライブサイクルの一部）二ゐ鮎TC  

を文献から集め、生物種毎に135の化学物質のACRを求めた。なお、ACRが複数ある   

場合は幾何平均している。その結果、・ACRが5以下甲物質が約30％、10‘以下のもの  

が約40％、25以下のものが約67％、125以下のものが約90％であった。  

Hegarはドイツで新規化学物質、既存化学物質や農薬について、行政への 

出されたデータを基に、魚類とミ．ジンコに対するACRを求めており、新規化学物質  

細50についてのACRは魚類では10以下が60％、10～100が20％であり、ミジンコ  
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では一10以下が44％、10～100が36％やあり、ともにACRは10¢以下が80・％を占め  

、たとしている。ま‘た、既存化学物質94物質では、ミジンコについてのみ求められた  

値ではある 

たと報告■している。  

5 
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